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作業前にもう一度見直そう！

□ 体調は万全ですか □ 道具は揃っていますか

□ 服装はきちんとしていますか

□ ヘルメットをかぶり、あご紐を結んでいますか（植木作業）

□ 安全帯を用意してありますか（植木作業）

□ 器具･道具の点検は大丈夫ですか

□ 音が出る機械を使用する場合、ご近所にも知らせてありますか

□ 脚立･梯子に傷やゆがみはありませんか（植木作業）

□ 切り枝が落ちるところに車などはありませんか（植木作業）

□ 刈払機を使用する場合、安全教育を受けましたか（除草作業）

□ 飛散防止措置は出来ていますか（除草作業）

使用する場所の状況に合わせて

刈刃を替えましょう

●保護帽(飛来防止用)

●手袋は丈夫で

滑らないものを着用

●安全ガードは

必ず取り付け

●保護帽(飛来防止用)や、

保護メガネを着用

使用前の点検

エンジンの始動
●燃料漏れ、ﾈｼﾞ部のゆるみ等、

エンジン部の安全確認

●周辺の状況を充分

把握し、障害物等は

取り除きましょう

ﾋﾞﾆｰﾙ･ﾛｰﾌﾟ･木片･石など

●脚立の天板･最上段には上らない

●植木作業で使用する脚立は、三角脚立を

基本とする
●安全帯のフックは

目線より上。ロープに

遊びがないように

●脚立は丈夫な

構造のものを使用

●開き止めがついて

いることを確認

●二等辺三角形

になること

●水平面との

角度は75度以下

●地盤が柔らかい時は

敷板を敷くこと

●保護帽･

安全帯を

必ず着用

●無理な姿勢で

作業しない

●脚立はこまめに

移動する

●脚立から身体を

乗り出さない

使用時間は1日2時間以内、

30分毎に10分休むようにしましょう

●ﾈｼﾞのゆるみ、刃先の

異常がないか

●作業に合った刃が

ついているか

裏面もお読みください。



塩山事務所 32-4110 山梨事務所 22-4150

30分毎に10分休むようにしましょう

●傾斜地や側溝に注意

●斜面での作業は転落による危険を避けるため、

下から上へ横に進んで作業しましょう

●ガラスの破片、釘等に注意

●作業現場は整理整頓

使用していない道具は刃を下向きに

して置きましょう

脚立の周辺には道具を放置しない

●除草の場合、除草範囲や残す草花を事前に確認しましょう

●機械除草の場合、作業者同士は半径10ｍ以上、他の人は15ｍ以上

離れて作業しましょう

●歩道・車道・駐車場・建物付近では、高さ2ｍ以上の

パネルや飛散防止ネットで養生しましょう

●車は出来るだけ、石が飛ばない所へ移動し、

近隣住宅等は雨戸を閉めてもらうようにしましょう

作業現場の状況を確認！！

養生が出来ていない場所、車が停まっている

駐車場付近は刈払機を使用しない！

●脚立・梯子を使用する植木作業では、雨・強風の時は

作業を中止する(雨の翌日は枝が濡れているので注意)

●共同作業では合図・連絡を正確に行う

参考文献:シルバー人材センター安全就業ガイド(公益財団法人東京しごと財団)

●蜂は匂いに敏感です。香料の強い化粧品などは控えましょう

事前に蜂の巣を発見したら殺虫剤を持参しましょう

発注者へ材料費として請求できます (事務所にも予備があります)

見かけたら慌てずに、出来るだけ低い姿勢で遠ざかりましょう。

●健康診断を進んで受け、健康管理には常に注意しましょう

●疲労が蓄積しないよう十分な休養をとりましょう

シルバー人材センターの基本理念は

就業によって多くの仲間をつくりましょう。

共に働き、助け合う心が大切です。

社会参加できる喜びに感謝しましょう！

裏面もお読みください。


